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はじめに 

 

 ネット利用人口に対する SNS の普及率が

80％を越え１、その容易性や秘匿性から安易に

他人を誹謗中傷する事件が増え続けている。そ

の態様も、多岐にかつ悪質化する傾向にあり、

その被害も重大化してきている。その様な中、

一昨年の 5月には、民放のテレビ番組に出演し

ていたプロレスラーの女性が SNS上で誹謗中傷

を受け、22歳の若さでみずから命を絶つという

痛ましい事件が起きた。この事件がきっかけと

なり、インターネット上の誹謗中傷に対する対

策の強化に向けた議論が加速し、昨年 4 月に、

手続を簡素化した新たな裁判手続を創設する

と共に、開示請求の対象範囲を拡大する「特定

電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及

び発信者情報の開示に関する法律」（以下、「プ

ロバイダ責任制限法」という。） の改正法が成

立した。また、侮辱罪の法定刑が「拘留または

科料」と軽く（上記事件の投稿者に対しても、

略式起訴により 9000円の科料が科されている）、

余りに実態に合わないとして、今年の 7月に法

定刑が引き上げられ厳罰化されることになっ

た。 

 もとより、SNS も表現行為の重要なツールで

あり、徒に処罰の範囲を拡大し重罰化すれば、

その萎縮効果により表現の自由を阻害しかね

ない。したがって、改正法の適用に当たっても、

そのバランスが重要になることは言うを俟た

ないところである。 

 本稿では、これら改正法のポイントを紹介す

ると共に、今後の適用に当たっての問題点や懸

念される事項について探ることとした。  

 

第１章 プロバイダ責任制限法の改正

第１ はじめに 

１ 今回の改正 

 プロバイダ責任制限法が施行されたのは

2002年である。 

 その後、インターネットの急速な普及にとも

ない、インターネット上における違法・有害な

情報の流通の問題も拡大を続けてきた。 

 この間、プロバイダ責任制限法も、検証と改

正を繰り返してきたが、制定から 20 年が経過

し、インターネット上の権利侵害が増大する中

で、発信者情報の特定に多くの時間やコストが

かかり、これが被害者にとって大きな負担とな

っている点や、後述するＳＮＳなどのログイン

型サービスにおいて、投稿時の IP アドレスが

保存されていない場合が増えている点など、権

利保護の障害となるような問題が顕著化する



ようになった。 

 このような状況に対処したのが今回の改正

であり、2021 年 4 月 28日に改正法が成立し、

2022年 10月 1日に施行された。 

 ちなみに、今回の改正により、これまで 5か

条しかなかった同法がいっきに倍以上の 18 か

条となっており、過去最大の改正といえるもの

である２。 

 なお、本改正にあわせて、最高裁判所規則が

2022年 3月 15日に規定され、総務省令が 2022

年 5月 27日に改正されている。 

 本稿は、この改正法の概説と、残された問題

点に言及するものである。 

 なお、本論稿の執筆が、改正法が施行されて

間もない 2022 年 11 月であり、改正法の解釈、

運用が定まっていない時点のものである点は

ご容赦いただきたい。 

２ 改正の概要 

 これまで何度か改正がされてきたが，今回は

比較的大きな改正となっている。 

 改正のポイントは大きくわけて 2つある３。 

①新たな裁判手続の創設（非訟手続） 

②開示請求を行うことができる範囲の拡大

（侵害関連通信） 

 以下、順に述べていく。 

 

第２ 新たな裁判手続の創設 

１ これまでの問題点・背景 

 本改正前は、発信者を特定するために、まず

はコンテンツプロバイダに対して、投稿時の IP

アドレスの開示を求め、次にその IP アドレス

から判明したアクセスプロバイダに投稿者の

発信者情報の開示を求めるという 2度の裁判手

続が必要であった。さらに、その後の損害賠償

請求訴訟まで含めれば 3度の裁判手続が必要で

あって、これは、権利侵害を受けた者に多くの

時間・コストを強いることになり、必ずしも十

分な権利保護がされてこなかった。また、手続

に時間がかかることにより、プロバイダに保管

されているであろう発信者情報にたどり着く

ためのログ情報（サーバに記録されている通信

記録）の喪失の危険があった。 

 そこで、改正法では、以下のとおり新しい手

続を定めて手続の簡素化を図っている。 

２ 新たな非訟手続の創設 

（１）手続概要 

 改正法では、非訟手続により、開示命令（改

正法 8条）、提供命令（改正法 15条）及び消去

禁止命令（改正法 16条）の申立てを裁判所にお

いて一体的な手続として取り扱うことを可能

にすることにより、事案の柔軟かつ迅速な解決

を図っている。 

 具体的には、発信者情報の開示命令の申立て

をする者は、同手続の中で提供命令と消去禁止

命令という 2つの付随的処分の発令を申し立て

ることができるようになった。その手順はおお

むね以下のとおりである。 

 ①コンテンツプロバイダに対する申し立て

（改正法 8条。要件、開示範囲に変更なし） 

 ②①に併せて提供命令の申立てを行い（要件

は緩い）、コンテンツプロバイダが有するア

クセスプロバイダの氏名又は名称及び住所

の提供を求める（改正法 15条 1項） 

 ③②でアクセスプロバイダの名称提供があ

った場合（改正法 15条 1項 1 号イ）、アク

セスプロバイダに対する開示命令の申立て

を行い（改正法 8条）（併せて提供命令を行

うことが可能）、申し立てたことをコンテン

ツプロバイダに通知する 

 ④③を受けたコンテンツプロバイダは、アク

セスプロバイダに対して自身が有する発信

者情報を提供する（改正法 15 条 1項 2号） 

 ⑤開示命令の申立が認められると、発信者へ

の意見聴取（改正あり）を経てアクセスプ

ロバイダから情報が開示される 

 なお、①③の申し立てに合わせて消去禁止命

令の申立てを行い、コンテンツプロバイダ、ア

クセスプロバイダに対して発信者情報の消去

を禁止する命令を出してもらうことも可能で

ある（改正法 16条 1項）。 

（２）コンテンツプロバイダ、アクセスプロバ

イダの対応の変更 

 上記の新手続においても、アクセスプロバイ

ダの対応は、これまでと大きな変更はない（た



だし、消去禁止命令に対する対応は必要）。 

 他方、コンテンツプロバイダは、提供命令が

発令されることにより、自身が保有する「発信

者情報からアクセスプロバイダの名称等」を特

定し、申立人に提供する必要が出てくる。 

 また、申立人が提供された名称等に基づいて

アクセスプロバイダに対する開示命令の申立

をしたときには、自身が保有する発信者情報を

アクセスプロバイダに提供する必要がある。 

 既存のコンテンツプロバイダに対する発信

者情報開示請求仮処分では、コンテンツプロバ

イダは IP アドレス等の発信者情報を申立人に

開示するだけで足りたことと比べると、これら

一連の提供命令をめぐる対応には、相応の実務

上のコストが発生することが予想される。 

（３）新手続と旧手続の関係 

 法改正の議論の中で、既存の方法と併存でき

るかについて争いがあった。こちらについては、

当初、改正前の手続はできない旨の解釈も示さ

れていたが、最終的には旧来の手続も併存する

ことで決着をみている（ダブルトラック）。 

 なお、その場合、手続の選択の問題が生じる

が、明らかな誹謗中傷については新手続、誹謗

中傷が争点となり、開示命令に対して異議申し

立て（改正法 14条）がなされて訴訟に移行する

ことがあらかじめ予想されるような場合は旧

手続という考え方も示されている４。 

（４）その他 

 改正前は、プロバイダに対し、発信者情報の

開示請求を受けた場合に、発信者に対して、開

示の可否について意見を求める義務を課して

いた。 

 改正法では、現行の開示請求手続、あらたな

開示命令のどちらにおいても、プロバイダには、

引き続き上記の義務を課した上、さらに、発信

者が開示に応じない意見を述べる場合にその

理由を合わせて確認する義務を課した（改正法

6条）。 

 これは、プロバイダに開示を拒む理由の確認

を促すことにより、プロバイダによる任意の開

示を促す効果を期待したものである。 

 また、あらたな手続きも、管轄が定まらない

場合の管轄地は東京都千代田区とされた（改正

法 10条 2項）。 

３ 問題点、懸念点等 

（１）新しい手続では、前記２（１）④におい

て、コンテンツプロバイダからアクセスプロバ

イダに対して、自身が有する発信者情報を提供

するなど、発信者特定のための情報を交換しな

がら発信者の調査をすることになる。 

 従来は、開示請求者が、コンテンツプロバイ

ダから開示された IP アドレス等の発信者情報

をもとにアクセスプロバイダに発信者情報の

開示を求め、一度発信者情報の該当がないと回

答された場合に、他の候補を提示して再調査を

依頼するなど、開示に向けた努力をおこなって

きており、調査の主体はあくまでも開示請求者

であった。 

 新しい手続では、コンテンツプロバイダとア

クセスプロバイダとの間でそのやり取りがな

されることになることから、どの程度両プロバ

イダが発信者情報の調査に真剣に取り組んだ

かは開示請求者から見えないことになる。 

 IP アドレスから簡単に発見できるケースで

あれば問題とはならないであろうが、発信者情

報の該当がないと回答されたようなケースに

ついては、開示請求者から積極的に調査内容を

検証し、調査が不十分であれば、再調査を促す

ような運用が必要と思われる。 

（２）新しい手続では書面審理が可能となった

が、意見聴取が必要的となったので、民訴条約・

送達条約未加盟国を相手とした場合は新制度

は使いづらいという問題が残っている。 

 このあたりについては、今後の運用も見なが

ら、次回の改正に反映させていくことが期待さ

れる。 

（３）提供命令を受けたあとのコンテンツプロ

バイダに対する発信者情報開示請求の扱いに

ついて、取り下げとなるか、発信者の氏名、住

所、電話番号、メールアドレスなどを取得でき

る可能性があれば維持するかについては結論

が出ていない。 

 この点については、開示手続きの目的が、最

終的には発信者の氏名、住所等の取得であり、



それらの情報をコンテンツプロバイダが所持

している可能性が残っている場合は、発信者情

報開示請求の維持を認めてもよいのではない

かと考える。 

 

第３ 開示情報の拡大 

１ 旧法での課題 

 立法当時（2001 年）、インターネット上での

権利侵害は、主として電子掲示板で行われてい

た（代表的なものとして、「２ちゃんねる」の開

設は 1999年である）。電子掲示板は、個別の書

き込みごとの IP アドレス等がそれぞれ記録さ

れているため、自己の権利を侵害された場合は、

個々の権利侵害投稿について IP アドレス等を

開示するよう求め、コンテンツプロバイダ（電

子掲示板運営会社等）に対して発信者情報開示

請求を行うことが想定されていた。 

 一方、近年は、Twitter、Instagram、Facebook

などの各種 SNS、ブログ、動画・画像共有サー

ビス等を通じた権利侵害投稿が大幅に増加し

た。 

 これらのコンテンツプロバイダでは、誰もが

即時に投稿をすることができる電子掲示板と

は異なり、まずはサービス利用前にアカウント

を作成し、サービス利用時にログインを行い、

その上で投稿を行う仕組みが一般的である。そ

して、ログイン型サービスの提供事業者は、サ

ービスログイン時の IP アドレス等（ログイン

時情報）は保有している一方で、ログイン後の

個別の投稿時の IP アドレス等は保有していな

いことが多い。 

 この場合、自己の権利を侵害されたとする者

は、ログイン型サービスの提供事業者に対し、

ログイン時情報の開示を求めて発信者情報開

示請求を行わざるをえなかった。しかし、旧法

においては、開示請求の対象について「当該権

利の侵害に係る発信者情報（氏名、住所、その

他の侵害情報の発信者の特定に資する情報で

あって総務省令で定めるものをいう。）」と規定

されており（旧法第４条１項柱書）、文言上、権

利侵害を発生させる通信のみを開示対象とし

ており、ログインのための通信は開示対象とは

していなかった。 また、ログイン通信を媒介し

た経由プロバイダが、開示関係役務提供者に該

当しないこととされていた。 

 そこで、実際の裁判においては、「発信者情報」

の定義を拡大解釈して、ログイン通信を媒介し

ていれば権利侵害通信も媒介したであろうと

事実認定をすること等により、ログイン IP の

開示を認めるなどの対応がされることもあっ

た。もっとも、権利侵害投稿の事実があるのに、

発信者情報の開示が認められないとの判断が

されることも多く、旧法下でのログイン時情報

の開示の可否は、裁判所の判断が分かれていた。 

２ 改正法の意義（ログイン型サービスをめ

ぐる問題に対応） 

（１）改正法では、こうしたログイン型サービ

スをめぐる課題を解決するために、権利侵害を

発生させる通信そのものではない、ログイン時

の通信についても開示対象とできるよう、開示

請求の範囲の見直しが行われた。 

 具体的には、ログイン型サービスに対応する

ために、改正法 5 条において、「特定発信者情

報」、「特定発信者情報以外の発信者情報」、「侵

害関連通信」、「関連電気通信役務提供者」の概

念を新たに定めることにより、権利侵害を発生

させるそのものではない通信についても開示

対象とできるように発信者情報を拡大し、権利

侵害以外の通信を媒介したプロバイダも発信

者情報開示義務を負うようにし、一方で、あく

まで権利侵害通信が原則という部分は崩さず、

権利侵害以外の通信に関する開示請求につい

て要件を過重した。 

（２）改正法においては、「発信者情報」とは、

①「特定発信者情報以外の発信者情報」（侵害通

信に関する情報。従前の原則的な発信者情報の

こと）と、②「特定発信者情報」（改正法により

新設。ログイン型関連について）の 2つに分別

されることとなった。上記②の「特定発信者情

報」とは、「発信者情報であって専ら侵害関連通

信に係るものとして総務省令で定めるもの」を

いう（改正法 5条１項柱書 1文。「発信者情報」

については新省令 2条、「侵害関連通信」につい

ては新省令 5 条、「発信者情報のうち特定発信



者情報になるもの」については新省令 3条にて

定められることとなる。）。 

そして、「侵害関連通信」とは、「侵害情報の

発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気

通信役務を利用し、又はその利用を終了するた

めに行った当該特定電気通信役務に係る識別

符号（特定電気通信役務提供者が特定電気通信

役務の提供に際して当該特定電気通信役務の

提供を受けることができる者を他の者と区別

して識別するために用いる文字、番号、記号そ

の他の符号をいう。）その他の符号の電気通信

による送信であって、当該侵害情報の発信者を

特定するために必要な範囲内であるものとし

て総務省令で定めるもの」と定義される（改正

法 5条 3項）。 

 そこで、上記の「当該侵害情報の発信者を特

定するために必要な範囲内であるものとして

総務省令で定める」範囲が問題となる。この範

囲については、パブリックコメント（後述）を

経て省令案が変更され、最終的には以下のとお

り規定されることとなった。 

侵害関連通信（新省令 5条） 

法第五条第三項の総務省令で定める識別符

号その他の符号の電気通信による送信は、次に

掲げる識別符号その他の符号の電気通信によ

る送信であって、それぞれ同項に規定する侵害

情報の送信と相当の関連性を有するものとす

る。  

一 侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信

に係る特定電気通信役務の利用に先立って

当該特定電気通信役務の利用に係る契約（特

定電気通信を行うことの許諾をその内容に

含むものに限る。）を申し込むために当該契

約の相手方である特定電気通信役務提供者

によってあらかじめ定められた当該契約の

申込みのための手順に従って行った、又は当

該発信者が当該契約をしようとする者であ

ることの確認を受けるために当該特定電気

通信役務提供者によってあらかじめ定めら

れた当該確認のための手順に従って行った

識別符号その他の 符号の電気通信による送

信（当該侵害情報の送信より前に行ったもの

に限る。）  

二 侵害情報の発信者が前号の契約に係る特

定電気通信役務を利用し得る状態にするた

めに当該契約の相手方である特定電気通信

役務提供者によってあらかじめ定められた

当該特定電気通信役務を利用し得る状態に

するための手順に従って行った、又は当該発

信者が当該契約をした者であることの確認

を受けるために当該特定電気通信役務提供

者によってあらかじめ定められた当該確認

のための手順に従って行った識別符号その

他の符号の電気通信による送信 

三 侵害情報の発信者が前号の特定電気通信

役務を利用し得る状態を終了するために当

該特定電気通信役務を提供する特定電気通

信役務提供者によってあらかじめ定められ

た当該特定電気通信役務を利用し得る状態

を終了するための手順に従って行った識別

符号その他の符号の電気通信による送信 

四 第一号の契約をした侵害情報の発信者が

当該契約を終了させるために当該契約の相

手方である特定電気通信役務提供者によっ

てあらかじめ定められた当該契約を終了さ

せるための手順に従って行った識別符号そ

の他の符号の電気通信による送信（当該侵害

情報の送信より後に行ったものに限る。） 

  

 上記の新省令 5条によると、下記の 4つの通

信類型について「相当の関連性」を有する通信

が侵害関連通信に該当する５。 

  ①アカウント作成通信 

  ②ログイン・SMS認証通信 

  ③ログアウト通信 

  ④アカウント削除通信  

 つまり、1 つの投稿について、最大で 4 通信

が侵害関連通信となり 4通信分の情報開示が可

能になりうる。（もっとも、②ログイン通信、③

ログアウト通信にかかる発信者情報が取得で

きるのであれば、敢えて①アカウント作成通信

の発信者情報を取得する実益は乏しいのでは

ないかと思われる６。） 



 （３）「相当の関連性」（新省令 5条柱書）の範

囲 

 「相当の関連性」（新省令 5条柱書）について、

省令案の段階では柱書において「直近」、さらに

1 号において「侵害情報の送信より前」と規定

がされており、時間的前後関係の限定が付され

ていた。この場合、ログイン通信については、

侵害情報を送信する直前のログイン通信のみ

が対象となる。 

しかし、旧法下では侵害情報を投稿した後に

ログインした場合のログイン通信について発

信者情報が開示されたケースが相当数あった

こと等から、法令の改正によりかえって発信者

情報開示制度は使いにくいものになってしま

うのではないかとの批判がされた。  

そこで、総務省のパブリックコメント７に対

する回答 6-2においても、「「直近」とは、特定

電気通信役務提供者が通信記録を保有してい

る通信のうち、例えば、侵害情報の送信と最も

時間的に近接して行われた通信等が該当し、当

該通信記録が一定期間より前のものであるこ

とだけを以て一律に直近性が否定されるもの

ではありません。こうした点などを明らかにす

るため、「送信の直近に行われたもの」を「送信

と相当の関連性を有するもの」に修正します。」

との記載がされ、最終的には新省令 5条の規定

に落ち着いた。「相当の関連性」の範囲を巡る解

釈については、引き続き今後の裁判例や議論の

動向を注視していく必要がある。 

（４） 補充性の要件 

 上述したとおり、改正法においては、発信者

情報の範囲を拡大する一方で、あくまで権利侵

害通信が原則という部分は崩さず、権利侵害以

外の通信に関する開示請求について要件を過

重した。 

 具体的には、コンテンツプロバイダに対する

ログイン型発信者情報開示請求をするために

は、権利侵害の明白性、正当理由など、旧法で

も定められていた原則的な発信者情報開示請

求の要件（改正法 5条 1項 1号および 2号）に

加えて、特別な要件（改正法 5条 1項 3号が定

めるイ～ハの 3つのいずれか）に該当すること

が必要とされた。 

 このうち、改正法 5条 1項 3号イ及び同号ハ

については適用されるケースが相当限定的な

のではないかと指摘がされている８。

 同号ロについては、省令 4 条も踏まえると、

以下の①乃至⑤の情報しか持っていないコン

テンツプロバイダに請求するときは、特定発信

者情報の開示請求が可能となる。 

① 住所と合わさっていない氏名又は名称 

② 氏名又は名称と合わさっていない住所 

③ 電話番号 

④ SMTP電子メールアドレス 

⑤ 侵害情報送信のタイムスタンプ  

 これらの規定により、上述した Twitter、

Instagram、Facebook 等のログイン型サイトに

ついても、一定の範囲で発信者情報開示請求が

可能となった。

 

第第２章 侮辱罪の厳罰化における考察 

 

１ はじめに

 本章では、2022年に改正された侮辱罪の厳罰

化について、改正内容や経緯等を紹介しつつ

（後記 2）、これまでの適用事例、刑罰内容から

改正の是非を検討し（後記 3）、厳罰化により懸

念される影響（後記 4）や今後の問題点等（後

記 5）について最後に触れることにする。

２ 改正内容、経緯・理由の紹介

（１）改正内容

改正前の法定刑は「拘留又は科料」とされて

いたところ、改正により法定刑の引上げがされ、

具体的には、「1 年以下の懲役若しくは 30 万円

以下の罰金又は拘留若しくは科料」となった

（刑法 231条）。既に 2022年 7月 7日から施行

されている。厳罰化には反対意見もあったこと

から、施行 3年後における施行状況の検証が附

則に追加されている。

 なお、刑法における刑罰改正により懲役およ

び禁錮を「拘禁刑」とする改正がされている。

（２）経緯・理由

インターネット上の誹謗中傷により自死に

至った事件を機に、インターネット上の誹謗中



傷に社会の非難が高まり、名誉毀損罪に比して

侮辱罪の法定刑が軽すぎて抑止効果がないと

の意識が高まっていった。両罪の違いは事実の

摘示の有無によるが、近年における侮辱行為に

伴う被害の深刻化に鑑みると、これによって法

定刑の差を大きくする必要性や相当性はない

ことから、侮辱罪の厳罰化に至ったと一般的に

説明されている（名誉棄損罪の法定刑は、3 年

以下の懲役若しくは禁錮または 50 万円以下の

罰金である。刑法 230条）。 

しかし、やはり事実の摘示の有無により被害

の程度が大きく異なるということ自体は否定

できず、ここでの問題意識は、むしろインター

ネットによる情報発信・表現方法が発達したこ

とにより、事実の有無にかかわらずインターネ

ット上の誹謗中傷による被害が深刻化してい

ったということに向けられるべきである。 

 言うまでもなくインターネットの特性とし

て、①容易・迅速、②秘匿性、③拡散性、④永

久性がよく挙げられるが、日進月歩の勢いで IT

技術が発展していくほどに、これらの特性が一

層強まっており、これまでの街中の言動や雑誌

の投稿における誹謗中傷とは比べものになら

ないほどに被害が起きやすくなり、それが拡散

し半永久的に残るという深刻化が増すばかり

ともいえる。誹謗中傷の被害自体だけでなく二

次被害、更には第二の被害者などにも繋がるも

のである。 

 それゆえ、罰金刑の上限が上がっただけでな

く懲役刑まで科すようになったことは当然の

帰着とも言えよう。 

３ これまでの適用事例、刑罰内容 

実際に厳罰化される前に侮辱罪が適用され

ていた事例およびその刑罰内容については、厳

罰化における法制審議会の資料として、令和 2

年中に侮辱罪のみにより第一審判決・略式命令

のあった事例集があり、これが参考となる９。 

 この事例集には、侮辱罪が適用された 30 件

が挙げられているが、そのうちインターネット

上の侮辱は 21件であり、3分の 2以上を占めて

いることが分かる。また、インターネット上に

限らず路上等の侮辱を含めてではあるが、処罰

刑は全て科料 9,000 円または 9,900 円であり、

科料の法定刑上限である 1万円未満とほぼ同等

となっている。侵害行為や被害に対する処罰刑

として上限にほぼ達しているものばかりであ

り、現在の侮辱罪の適用事例は既存の法定刑に

見合っていなかったことが一目瞭然である。 

 厳罰化の改正により、今後はこれらと同様の

事例について 30 万円以下の罰金刑や 1 年以下

の懲役刑が科されることになっていくと思わ

れるが、従前の同種事例との刑罰の均衡を考慮

すれば、直ちに懲役刑が科されることはなく罰

金刑の法定刑３0 万円以下の中でも低いか中程

度が科され、また、誹謗中傷による被害だけで

なく大きな二次被害が発生した事案や社会的

にも注目されることに至った事案については

懲役刑が科され得るような運用になるのでな

いかと考察している。  

４ 厳罰化による影響 

（１）処罰範囲について 

今回の厳罰化により処罰範囲が変わるので

はないか、どのような場合に成立するのかが曖

昧ではないかとの指摘もあるが、今回の厳罰化

は法的刑を引き上げるのみであり成立する範

囲が変わるわけではないので処罰範囲も変わ

らず、また、「侮辱」に該当する内容が変わるも

のではない旨の説明がされている１０。 

もっとも、警察がサイバー犯罪対策に取り組

んでいる昨今、今回の厳罰化改正により決して

軽微な犯罪とは言いにくくなったことからも、

これまで検挙されなかったようなインターネ

ット上の誹謗中傷も捜査対象とされて起訴さ

れる件数自体は多くなるのではないかと予想

される。その意味では犯罪の抑制効果が期待さ

れるとも言えるだろう。 

（２）表現の自由との関係について 

また、今回の厳罰化には成立前から表現の自

由を脅かすのではないかとの指摘がされてき

たが、これに対して、政治家への公然批判など

は刑法 35 条の正当行為として処罰されないの

で改正後も変わらないし、捜査・訴追について

表現の自由に配慮しつつ対応してきたことは

今後も変わることはないとの説明がされてい



る１１。 

しかし、「侮辱」とは、他人に対する軽蔑の表

示であるところ、その方法は言語だけでなく図

画や動作等による侮辱もあり得ることから運

用次第では国民の表現活動が広く処罰対象と

なるおそれがあること、また、名誉毀損罪には

表現の自由等の調和から公共の利害に関する

場合の特例（刑法 230 条の 2）が設けられてい

るが、侮辱罪にはこのような特例がないため、

公職者に対する批判であっても容易に処罰対

象とされるおそれがあることから、神奈川県弁

護士会も慎重な運用を求める会長声明を発し

ている１２。 

（３）法定刑引上げに伴う法律上の取扱いの変

更について 

さらに、今回の厳罰化による法定刑の引上げ

に関連して、共犯の処罰範囲や刑事手続の取扱

いに変更も生じている。具体的には、①教唆犯・

幇助犯の処罰が可能になったこと（刑法 64条）、

②公訴時効が 1年から 3年になったこと（刑訴

法 250 条 2 項 6 号 7 号）、③軽微な法定刑につ

き逮捕状による逮捕ができるのは住居不定・不

当な出頭拒否の場合に限られていたがこの制

限がなくなること（刑訴法 199条 1項但書）、④

現行犯逮捕ができるのは住居・氏名不明、逃亡

のおそれがある場合に限られていたがこの制

限がなくなること（刑訴法 217条）が挙げられ

る１３。 

（４）侮辱罪による逮捕について 

このように侮辱罪は決して軽微な犯罪とは

言えないものとなっており、先に言及したとお

り、これまで検挙されなかったようなインター

ネット上の誹謗中傷も捜査されて逮捕・起訴さ

れる件数自体は多くなるのではないかと言え、

犯罪抑止効果を期待できる一方で、恣意的な運

用がされないように注視していくことが必要

であろう。この点、施行 3年後における施行状

況を検証するという附則が追加されたことは

評価しうる点である。 

５ 今後の問題点・展望 

（１）今回の厳罰化により、インターネット上

の侮辱罪が適用される場面が増え、ひいては恣

意的に運用されないかとの懸念もある。 

確かに、今回の厳罰化の背景には、インター

ネット上の誹謗中傷、とくに侮辱罪の法定刑が

軽すぎるとの問題提起があったのであるから、

これまで適用されなかったものが改めて適用

される事例も増えていくとも思われる。しかし、

前述したとおり、今回の厳罰化は処罰範囲自体

は何ら変わるものではないので、直ちに適用事

例が増えるものではないはずである。一方で、

警察もインターネットの普及に伴いサイバー

犯罪の監視体制を強めており、その一環として

今回の厳罰化の流れと相まって適用事例が増

えていくことは容易に想像がつくところであ

り、先に見たとおり、昨今処罰対象とされてき

た侮辱罪の事例の多数はネット上の誹謗中傷

であるから、むしろ犯罪抑止の観点から言えば

適用される事例が増えることは望ましいとも

いえる。 

もっとも、侮辱罪は具体的な事実が無くても

成立するものであるから、今回の改正を機とし

て捜査強化がされる中で、恣意的な判断もされ

得るとの懸念はやはり残るのであって、捜査の

動向や適用事例について注視していく必要が

あるだろう。 

（２）今回の厳罰化は、インターネット上の誹

謗中傷について捜査・起訴・処罰されるべきも

のが取りこぼしなく運用されていくことが大

いに期待できると言える。もっとも、個人的に

は、インターネット上の誹謗中傷による被害は、

インターネット以外の誹謗中傷に比して甚大

な被害が発生し、かつ二次被害へと深刻化する

危険性は増す一方であり、今後も拡大するもの

と大変危惧している。そのため、インターネッ

ト上の誹謗中傷については、ネット以外の場合

に比べて、民事の損害賠償責任にせよ刑事の責

任にせよ重くするような特例を設ける必要性

があると考える。例えば、インターネット上の

誹謗中傷において、民事上では、誹謗中傷それ

自体の精神的損害だけでなく、従前は因果関係

や間接損害の点から認められにくかった休業

損害や通院費用などの損害も広く認められや

すくしたり、懲罰的慰謝料も認めたり、また、



刑事上では、法定刑を加重したりすることもあ

り得るだろう。それだけ、インターネット化が

社会に浸透し影響力が増しているのであるか

ら、近い将来、インターネット上の誹謗中傷の

問題に特化した規制法が議論されることにな

ると思われる。 
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